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○
相
馬
市
手
話
言
語
及
び
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例 

令
和
四
年
十
二
月
十
六
日 

条
例
第
十
八
号 

手
話
は
、
独
自
の
言
語
体
系
を
持
ち
、
手
指
や
体
の
動
き
、
表
情
を
使
っ
て
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
る
言
語
で
あ
り
、
ろ
う
者
の

意
思
疎
通
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
全
て
の
障
が
い
者
が
、
可
能
な
限
り
、
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
用
い
て
互
い
の
考
え

や
気
持
ち
を
伝
え
合
い
、
理
解
し
合
う
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
る
社
会
に
課
せ
ら

れ
た
責
務
で
あ
る
。 

し
か
し
、
実
際
は
、
言
語
で
あ
る
手
話
を
は
じ
め
と
し
て
意
思
疎
通
の
手
段
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
が
十
分
に
整
え

ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
に
必
要
な
情
報
が
取
得
で
き
な
い
等
不
便
や
不
安
を
感
じ
る
人
も
多
い
。 

相
馬
市
は
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
と
の
認
識
を
広
め
る
と
と
も
に
、
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の

利
用
の
促
進
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
全
て
の
市
民
が
障
が
い
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個

性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
言
語
と
し
て
の
手
話
（
以
下
「
手
話
言
語
」
と
い
う
。
）
へ
の
理
解
の
促
進
及
び
障
が
い
の
特
性
に
応

じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い

人
も
全
て
の
市
民
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 



2
/5

 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 
障
が
い
者 

身
体
障
が
い
、
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
（
発
達
障
が
い
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
機
能
の
障
が
い
（
以
下

「
障
が
い
」
と
総
称
す
る
。
）
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
障
が
い
及
び
社
会
的
障
壁
に
よ
り
継
続
的
に
日
常
生
活
又
は
社
会
生

活
に
相
当
な
制
限
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
も
の
を
い
う
。 

二 

社
会
的
障
壁 

障
が
い
が
あ
る
者
に
と
っ
て
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
障
壁
と
な
る
よ
う
な
社
会
に
お
け
る

事
物
、
制
度
、
慣
行
、
観
念
そ
の
他
一
切
の
も
の
を
い
う
。 

三 

障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段 

手
話
、
触
手
話
、
要
約
筆
記
、
筆
談
、
字
幕
、
点
字
、
指
文
字
、

音
訳
、
拡
大
文
字
、
代
読
、
代
筆
、
口
話
、
平
易
な
表
現
そ
の
他
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
て
利
用
さ
れ
る
意
思
等
の
伝
達
手

段
を
い
う
。 

四 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
者 
手
話
通
訳
者
、
手
話
奉
仕
員
、
要
約
筆
記
者
、
要
約
奉
仕
員
、
点
訳
者
、
音
訳
者
（
朗

読
者
を
含
む
。
）
、
盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
そ
の
他
障
が
い
者
の
意
思
疎
通
の
支
援
等
を
行
う
者
を
い
う
。 

五 

合
理
的
な
配
慮 

社
会
的
障
壁
の
除
去
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
状
況
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
必
要
か
つ
適
切

な
変
更
又
は
調
整
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
施
に
伴
う
負
担
が
過
重
で
な
い
も
の
を
い
う
。 

六 

事
業
者 

市
内
に
お
い
て
営
利
又
は
非
営
利
を
問
わ
ず
事
業
を
行
う
個
人
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
社
会
の
実
現
は
、
次
に
掲
げ
る
理
念
を
基
本
と
し
て
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

手
話
の
理
解
及
び
普
及
は
、
手
話
が
独
自
の
体
系
を
有
す
る
言
語
で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

二 

障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
は
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
人
が
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相
互
に
理
解
し
、
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
市
の
責
務
） 

第
四
条 
市
は
、
前
条
に
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ
と
の
理
解

の
促
進
及
び
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
は
、
そ
の
事
務
又
は
事
業
を
行
う
に
当
た
り
、
障
が
い
者
が
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利

用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
合
理
的
な
配
慮
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
市
民
の
役
割
） 

第
五
条 

市
民
は
、
基
本
理
念
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
手
話
が
言
語
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
、
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
の
促
進
の
た
め
の
市
が
推
進
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
業
者
の
役
割
） 

第
六
条 

事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
市
が
推
進
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
障
が
い

者
が
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
利
用
す
る
た
め
の
合
理
的
な
配
慮
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
施
策
の
推
進
） 

第
七
条 

市
は
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

手
話
言
語
及
び
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
へ
の
理
解
の
促
進
に
関
す
る
施
策 

二 

障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
促
進
の
た
め
の
環
境
整
備
に
関
す
る
施
策 

三 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
者
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
関
す
る
施
策 

四 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
に
規
定
す
る
地
域
社
会
の
実
現
に
向
け
市
長
が
必
要
と
認
め
る
施
策 
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２ 

市
は
、
前
項
に
規
定
す
る
施
策
と
市
が
別
に
定
め
る
障
が
い
者
に
関
す
る
計
画
と
の
整
合
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
市
は
、
第
一
項
に
定
め
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
言
語
及
び
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
へ
の
理
解
の
促
進
） 

第
八
条 
市
は
、
手
話
言
語
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
市
民
が
手
話
に
触
れ
、
手
話
を
学
ぶ
機
会
の

確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
は
、
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援

者
及
び
関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
市
民
及
び
事
業
者
に
対
し
必
要
な
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
教
育
に
お
け
る
理
解
の
促
進
） 

第
九
条 

市
は
、
学
校
等
に
お
い
て
、
児
童
、
生
徒
、
教
職
員
等
が
手
話
及
び
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

手
段
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
学
校
等
の
実
情
に
応
じ
た
学
習
機
会
の
提
供
及
び
そ
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
利
用
促
進
の
た
め
の
環
境
整
備
） 

第
十
条 

市
は
、
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
用
い
て
情
報
を
発
信
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、

障
が
い
者
が
情
報
を
取
得
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
は
、
災
害
時
に
お
い
て
、
障
が
い
の
特
性
に
応
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
よ
り
、
障
が
い
者
が
必
要
な
情
報
を

迅
速
に
取
得
で
き
る
よ
う
、
可
能
な
限
り
情
報
の
発
信
及
び
意
思
疎
通
に
必
要
な
支
援
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
者
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
） 

第
十
一
条 

市
は
、
関
係
機
関
と
協
力
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
者
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。 

（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
） 
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第
十
二
条 

市
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
施
策
に
関
し
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
任
） 

第
十
三
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

附 
則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


